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富士見丘小学
校を富士見丘
中学校西隣の
旧企業用地(約
7,300 ㎡)に移
転し、富士見丘
中学校と一体
的に整備。 

高井戸西児童
館内の学童ク
ラブを、改築す
る小学校に複
合化する。あ
わせて、小学
校の放課後等
居場所事業を
改築する小学
校内で実施。 

旧企業用地は
小学校の移転
用地としては
狭小。 
→隣接する
（仮称）都立高
井戸公園内に
約 5,000 ㎡の
多目的広場を
区で設置し、
学校の運動場
としても活用。 

    

 

 

 

 

 

 

  

杉並区では、富⼠⾒丘⼩学校と富⼠⾒丘中学校の⼀体的整備について、平成 25・26 年度に開催した教育環
境懇談会のまとめを受け、中学校に隣接する企業⽤地の取得や（仮称）都⽴⾼井⼾公園の⽤地活⽤に係る取組
を進めてきました。 
 平成 30 年４⽉からは、両校にかかわる学校関係者、地域関係者、学識経験者等で構成する「富⼠⾒丘⼩・
中学校改築検討懇談会」を開催し、目指す学校像や新校舎の配置計画等を含む改築基本計画の策定に向けて取
り組んできました。この度、これまでの検討状況を踏まえて中間のまとめを⾏いました。 
 今後、さらに保護者や地域の⽅々等からのご意⾒をうかがいながら、改築基本計画の策定に取り組んでまい
ります。 

＜改築計画の概要＞ 

＜はじめに＞ 
 

◆敷地の条件 

＜計画条件＞ 

＜改築基本方針＞ 

改築検討懇談会での意⾒交換
を通じて、目指す学校像や改築
に当たっての基本的考え⽅を、
３つのビジョンと６つの目標及
び 23 の取組として整理しまし
た。今後、設計等を通じて具体
化を図っていきます。 

◆周辺道路環境 

富⼠⾒丘⼩学校・富⼠⾒丘中学校 改築基本計画 中間まとめ【概要版】 

◆学区域 

平成３０年１０月 

杉並区教育委員会 

児童・生徒数の将来推計に基づき、改築校の規模
を、⼩学校 18 学級、中学校 12 学級と想定します。
また、『杉並区⽴⼩中学校⽼朽改築計画(H26.5)』
に基づき、校舎規模を上表のとおり計画します。 

 

＜改築に至る経緯＞ 

高二⼩ 久我山⼩ 

高井⼾⼩ 

富⼠⾒丘⼩ 

富⼠⾒丘中 

中学校 学区域 

⼩学校 学区域 

面積(㎡) 面積(㎡) 面積(㎡)

教室 1,440 教室 1,188 6,410～

特別教室 712 特別教室 856 6,661

屋内運動場 824 屋内運動場 1,006 266

プール諸室 100 プール諸室 100 454

管理諸室等 941 管理諸室等 1,018

小学校合計 4,017 中学校合計 4,168

施設合計

15,315㎡～15,566㎡
（容積対象面積

15,031㎡～15,280㎡）

区分

中
学
校
部

区分

 学童クラブ

開放諸室

 小中共用施設

区分

小
学
校
部

昭和 29 年 富士見丘小学校・富士見丘中学校 開校 

 

小学校隣接の道路計画（昭和 41 年） 

 

道路整備（中央自動車道：昭和 51 年・放射５号線暫定供用：昭和 59、62 年） 

 

放射５号線の本格供用に向けた整備（都） 

（仮称）都立高井戸公園の整備（都） 

 

平成 25 年度 富士見丘小学校教育環境懇談会開催 

平成 26 年度 富士見丘地域における教育環境懇談会開催 

 

将来に向けたより良い教育環境の実現を目指し、富士見丘小学校を 

都立高井戸公園に隣接する企業用地に移転し、富士見丘中学校と 

一体的に整備する案の実現に向けて取り組むことで委員の意見が一致 

 

・企業用地の取得 

   平成 28 年 中学校に隣接する企業用地を取得。 

・高井戸公園の活用 

         平成 29 年 都立高井戸公園内に 5,000 ㎡相当の多目的広場 

 の許可を受けることについて、都と確認書を締結。 

 

    平成 30 年～ 富士見丘小・中学校改築検討懇談会開催 

 

 

 

 

 

（学童クラブ等） 

高
井
戸
西 

児
童
館 

区営富士見丘 
アパート 

富士見丘 
中学校 

区道：認定幅員 6.00m 

区道：認定幅員 2.73m 

区道：認定幅員 6.35～7.27m 

区道：認定幅員 6.18m 

区道：認定幅員 6.36m 

区道：認定幅員 2.73～3.37m 

区道：認定幅員 2.73m 

富士見丘 
中学校 

※高井戸公園内多目的広場の位置、

形状等は都と協議中であり未定です 

  

●周辺道路は、富⼠⾒丘通り及び区営住宅外
周を除き幅４ｍ以下となっており、主要生
活道路である富⼠⾒丘通りと狭あい道路の
拡幅整備が課題となっています。 

●２敷地は下水管が埋設されている区道で隔
てられているほか、敷地の大部分が第⼀種
低層住居専⽤地域となっており、そうした
敷地条件の中で建築を計画する必要があり
ます。 

●富⼠⾒丘中学校の学区域は、富⼠⾒丘⼩学
校を含めて４⼩学校区にまたがるため、改
築検討懇談会では、それら関連校の関係者
を加えて議論を⾏いました。 

区道：認定幅員 3.14～4.00m 

区道：認定幅員 4.00m 

＜改築基本計画策定にあたっての諸課題＞ 



 

◆C’ 案の場合に想定される改築スケジュール 

 

※今後のスケジュールは、必要な許認可や発注手続き等によって変わる可能性があります。 

◆Ｃ’案の場合の配置イメージ 懇談会との意⾒交換を踏まえ、両敷
地の建築物を総合的に設計し、⼀団の
土地として活⽤するＣ’案は、必要な諸
室面積やまとまった校庭面積を確保で
きるとともに、教育環境、道路・防
災・周辺住環境への影響、整備コスト
等の面でも、総合的に優れていること
から、目指すべき案とします。 

今後は、懇談会でのご意⾒等も踏ま
え設計や必要な許認可の取得等を進
め、富⼠⾒丘⼩学校・富⼠⾒丘中学校
の教育環境の向上に取り組みます。 

区営富⼠⾒丘 
アパート 

 

富
⼠
⾒
丘
通
り 

 
 

（⼩運動場） 

旧 NHK グラウンド 

＜改築検討懇談会での検討経過＞ 

富⼠⾒丘⼩・中学校改築検討懇談会の構成   

＜今後の進め方＞ 

配置 A 案 
（区道付替、下水管移設） 

配置Ｂ案 
（区道付替、下水管存置） 

配置 C’案 
（区道・下水管存置、 
⼀団地の総合的設計） 

 

配置 C 案 
（区道・下水管存置） 

 

＜今後の取組の方向性＞ 

＜施設整備計画＞ 

 区では、本中間まとめについて、説明会や意⾒募集でいただいたご意⾒等をもとに、12
⽉を目処に改築基本計画を策定します。また、来年１⽉には改築かわら版等を通じて、改築
基本計画について保護者や地域の皆さまにお知らせしてまいります。 

※各敷地活用パターンで考えられる校舎配置の⼀例を⽰したものです。 

※図面中の校舎配置は⼀例を⽰
したもので、今後の設計の中
で具体化していきます。 

◆⼀団地の総合的設計（Ｃ’案）について 
建築基準法では「⼀敷地⼀建物」が原則

ですが、複数の敷地の建物を総合的に設計
し、建築物の位置及び構造が安全上、防火
上及び衛生上支障ないと認められる場合
に、例外的に⼀団の土地を建築物の⼀つの
敷地にあるものとみなす制度です。 

新校舎の施設計画に当たっては、中学校地と旧企業⽤地（⼩学校移転⽤地）が区道によって２敷地に分かれ
ており、また区道下には下水管本管が通っていることから、区道の付替えの有無や下水管の移設の有無等によ
り、４つの配置パターンを示し、改築検討懇談会で意⾒交換を⾏いました。 

 
渡り廊下 

（順不同、敬称略） 

＜今後の課題＞ 

＜今後の取組課題＞ 

＜「安心して通える学校づくり」に関連した区の取組の方向性＞ 
（１）⼀部地域からは複数の幹線道路を超えて通学する児童もいることから、関係機関と連携してハード・ソフト

の両面から通学路の安全確保策について検討します。 
（２）⼀部地域で通学距離が⻑くなる児童もいることから、居住地や⼦どもの体⼒等に応じて就学先や通学⼿段を

選択できるよう、指定校変更や公共交通機関の利⽤などについても柔軟な対応を検討します。  多目的広場 
校舎 

（⼩） 
校舎 

（中） 校庭 
（中） 


